
 

                                                                                       

 

ＪＢＤＦノービス級競技会での金銭徴収について 

 

 酷暑の砌、会員の皆様におかれましては技術向上の為，毎日鍛錬のことと存じます。 

 

 さて、一部お聞き及びかと思いますが， 

ＪＢＤＦでは，７月１日実施のノービス戦より，独自の方法にてＤ級資格取得選手から，Ａリーグと

は関係なく，登録名義のもとに２，０００円を徴収し始めました。 

 

 今後もこの様な事態が発生する可能性があります。 

この登録料の支払は，Ａリーグ内の会員資格とはまったく関係ありません。 

支払は各自の判断でお願いいたします。 

 

 十分留意の上，競技会にご出場ください。 

 

 

ＥＡＳＴ通信 
JDSF Ａリーグ東部ブロック 事務局 

 
No.2001-号外(2001.7.16) 

 TEL   03-3495-1700   FAX 03-3495-1701 

 

http://www.jdsf.ne.jp/a-league/index-j.html 


